
第11回定例公安委員会開催概要

開催年月日：令和８年４月８日（水）９:30～10:50

出 席 者 ○ 公安委員会…佐藤千鶴子委員長、大森亮一委員、紀惠理子委員
○ 警 察 本 部…警察本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、

交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官、サイバー対策センター長ほか

１ 報告事項
⑴ 令和８年春の警察功労叙勲について

首席監察官から、令和８年春の警察功労叙勲について、本県関係者では第46回危険業務従事者
叙勲の受章者が23名であることについて報告があった。
委員から、「多年にわたり警察業務に従事し、県民の安全と安心の確保に尽力された方々が

受章されたことは、誠に意義深く、心から敬意を表する。」との意見があった。

２ 個別案件事項
⑴ 運転免許更新処分に対する審査請求の受理等について

訟務管理官から、２月14日付けで受理した運転免許更新処分に対する審査請求について、請求人
が取下げの意思を示していることから、取下書の提出を受領の上、本件を終結とする方針である
ことについて報告を受け、これを了承した。

⑵ 運転免許更新処分に対する審査請求の受理等について
訟務管理官から、３月11日付けで受理した運転免許更新処分に対する審査請求について、審理官

を指名の上、審理手続を開始することについて報告を受け、必要な指示をした。
⑶ 意見の聴取の開催について

交通聴聞官から、本日開催した意見の聴取に係る運転免許取消処分対象者の処分事由及び聴取
結果について報告を受け、審議の上、９人に対する処分を決定した。

⑷ 聴聞の開催について
交通聴聞官から、本日開催した聴聞に係る運転免許取消処分対象者の処分事由及び聴聞結果に

ついて報告を受け、審議の上、８人に対する処分を決定した。
⑸ 意見の聴取、聴聞及び弁明の機会の付与の日時決定について

交通聴聞官から、４月22日午前８時30分から運転免許取消処分対象者６人に対する意見の聴取を、
同日午前９時00分から同処分対象者６人に対する聴聞を、同日午前８時30分から運転免許事後取消
処分対象者１人に対する弁明の機会の付与を、それぞれ運転免許管理課において開催することに
ついて報告を受け、これを了承した。

⑹ 聴聞を受ける者の追加について
交通聴聞官から、４月15日午前９時00分から運転免許管理課において開催される運転免許取消

処分対象者に対する聴聞について１人追加し、合計７人とすることについて報告を受け、これを
了承した。

⑺ 苦情申出に対する回答について（案）
公安委員会補佐室員から、令和７年12月２日付けで受理した苦情申出に係る調査結果について

報告を受け、審議の上、回答を決定した。
⑻ 苦情申出に対する回答について（案）

公安委員会補佐室員から、３月８日付けで受理した苦情申出に係る調査結果について報告を受け、
審議の上、回答を決定した。

⑼ 令和８年３月中における安全運転管理者等の選・解任届出処理状況について
交通企画課から、３月中における安全運転管理者等の選・解任届出処理状況について報告を受け、

これを了承した。
⑽ 令和８年２月中における意見の聴取等の実施状況について

運転免許管理課から、２月中における意見の聴取等の実施状況について報告を受け、これを
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了承した。
⑾ 令和８年２月中における運転免許試験の実施状況について

運転免許管理課から、２月中における運転免許試験の実施状況について報告を受け、これを
了承した。


